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国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２  

 

１
０
０
１
０
０
８

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
す
る

な
ど
し
て
一
定
の
基
準
を
満
た
し

た
世
帯
は
、
申
請
に
よ
り
国
民
健

康
保
険
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
７
月
中
旬
に
送
付

す
る
﹁
令
和
２
年
度
納
税
通
知

書
﹂︵
本
算
定
分
︶
を
確
認
後
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
制
度

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８  

 

１
０
０
１
０
２
６

●
免
除
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経

済
的
に
困
難
な
場
合
、
申
請
し
て

承
認
さ
れ
る
と
、
承
認
期
間
の
納

付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
免
除
に
は
﹁
全
額
﹂﹁
４
分
の

３
﹂﹁
半
額
﹂﹁
４
分
の
１
﹂
と
４

段
階
あ
り
ま
す
。﹁
全
額
﹂
以
外

の
免
除
は
、
残
り
の
保
険
料
を
納

付
し
な
い
と
未
納
期
間
と
な
り
、

受
給
要
件
や
老
齢
基
礎
年
金
額
の

計
算
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
で
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
経
済
的
に
困
難
な
場

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、

承
認
期
間
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。

▼
対
象
期
間
　
７
月
～
令
和
３
年

６
月
分
　
※
申
請
時
点
か
ら
２
年

１
カ
月
前
の
期
間
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
が
、
申
請

が
遅
れ
る
と
障
害
年
金
が
受
け
取

れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
▼

申
請
に
必
要
な
も
の
　
年
金
手
帳

ま
た
は
納
付
書
︵
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の
︶、
印
鑑
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
︵
離

職
の
場
合
︶
▼
申
請
先
　
市
役
所

国
保
年
金
課
、
支
所
　

●
減
収
の
た
め
の
臨
時
特
例
措
置

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
所
得
が
相
当
程

度
ま
で
下
が
っ
た
場
合
、
臨
時
特

例
措
置
と
し
て
本
人
申
告
の
所
得

見
込
額
を
用
い
た
簡
易
的
な
手
続

き
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料
免

除
・
納
付
猶
予
︵
学
生
の
場
合
は

学
生
納
付
特
例
︶
の
申
請
が
可
能

で
す
。

※ 

詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い

※ 

市
役
所
国
保
年
金
課
で
は
、
７

月
６
日
（月）
・
20
日
（月）
に
、
午
後

７
時
ま
で
臨
時
特
例
措
置
の
受

付
・
相
談
を
実
施
し
ま
す

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
・
受
給
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
２
５  

 

１
０
０
６
１
７
４

●
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給

　
者
証

▼
有
効
期
限
　
７
月
31
日
（金）

●
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
受
給

　
者
証

▼
有
効
期
限
　
10
月
31
日
（土）
▼
そ

の
他
　
更
新
申
請
書
は
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。
養
育
費
の
８
割

福祉医療費受給者証　対象・必要なもの

区分
対象

必要なもの
受給資格 所得制限

後期高齢者
福祉医療

後期高齢者医療被保険者で次のいずれか
に該当する方
① 母子・父子家庭医療に該当する
② 戦傷病者手帳の交付を受けている
③ 一人暮らしで、住民税が非課税かつ税
法上の扶養控除対象者になっていない
④ 寝たきりまたは認知症の高齢者で、主
たる生計者の住民税が非課税である

一部あり

印鑑、健康保険証、認定区
分の分かるもの（戦傷病
者手帳、介護保険証など）
※ 所得証明が必要な場合
があります

母子・父子
家庭医療

次のいずれかに該当する方
① 児童が 18 歳になる年の年度末までの
母子・父子家庭の母または父と児童
② 18歳になる年の年度末までの父母の
いない児童

あり

印鑑、健康保険証、令和
元年分の所得証明書また
はマイナンバーが分かる
もの（１月２日以降に転
入した方のみ）、母子・父
子家庭を証明する書類（新
規で申請する方のみ）

を
所
得
と
み
な
し
て
算
定
し
ま
す

▼
対
象
・
必
要
な
も
の
　
左
表

▼
申
請
先
　
市
役
所
国
保
年
金

課
、
支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー
▼

助
成
内
容
　
医
療
保
険
の
自
己

負
担
額
▼
そ
の
他
　
生
活
保
護

法
な
ど
、
他
の
公
的
制
度
で
医

療
費
の
助
成
を
受
け
て
い
る
方

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す
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　広報いなざわ　令和２年(2020年)７月号9

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
が
決
定

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
２
５  

 

１
０
０
６
２
５
４

　
７
月
に
保
険
料
が
決
定
さ
れ
ま

す
の
で
、
対
象
者
に
は
７
月
中
旬

に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

●
保
険
料

　
令
和
２
年
度
の
保
険
料
率
は
、

所
得
割
率
が
９
・
64
％
、
被
保
険

者
均
等
割
額
が
年
４
万
８
７
６
５

円
で
す
。

●
保
険
料
の
納
付
方
法

①
普
通
徴
収

　
７
月
〜
翌
年
２
月
の
８
期
で
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
し
ま
す
。

②
特
別
徴
収

　
年
金
か
ら
天
引
き
の
方
法
で
納

付
し
ま
す
。
10
月
〜
翌
年
２
月
の

年
金
が
本
徴
収
で
す
。
10
月
以
降

の
保
険
料
は
、
今
回
決
定
し
た
年

間
保
険
料
か
ら
４
月
・
６
月
・
８

月
分
の
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た

額
と
な
り
ま
す
。

※ 

年
度
途
中
に
被
保
険
者
と
な
っ

た
方
や
保
険
料
に
変
更
が
生
じ

た
と
き
な
ど
は
、
普
通
徴
収
と

特
別
徴
収
の
両
方
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す

●
保
険
料
の
軽
減

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
軽
減
額
は
「
保
険
料
額
決
定
通

知
書
」
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

① 

世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世
帯
主

の
所
得
の
合
計
額
に
よ
り
均
等

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す（
上
表
）

②  

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
直
前
に
会
社
の
健
康
保
険

な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

に
は
所
得
割
は
課
さ
ず
、
加
入

か
ら
２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で

均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

す
※ 

①
②
ど
ち
ら
に
も
該
当
す
る
方

は
、
い
ず
れ
か
大
き
い
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す

※ 

収
入
の
状
況
や
世
帯
の
構
成
に

よ
り
、
基
準
が
異
な
り
ま
す

●
保
険
料
の
減
免

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　65 歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から 15 万円を控除
した額で判定します。

※ １  この要件を満たす方の軽減割合はこれまで 8.5 割軽減でした
が、軽減特例の見直しにより、今年度は 7.75 割軽減、来年度は
７割軽減になります

※ ２  この要件を満たす方の軽減割合はこれまで８割軽減でしたが、
軽減特例の見直しにより、今年度以降は７割軽減になります

令和２年度保険料の軽減割合（均等割額）
対象 軽減割合

世帯の所得金額の合計が 33 万円以下の世帯 7.75 割軽減※1
世帯内の被保険者全員が年金収入 80 万円以下
で、他の所得がない世帯

７割軽減※2

世帯の所得金額の
合計が 33 万円を
超える世帯

世帯の所得金額の合計が、33 万
円＋〈28.5 万円×世帯の被保険
者数〉以下の世帯

５割軽減

世帯の所得金額の合計が、33 万
円＋〈52 万円×世帯の被保険者
数〉以下の世帯

２割軽減

の
影
響
に
よ
り
、
収
入
が
減
少
す

る
な
ど
し
て
一
定
の
基
準
を
満
た

し
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
７
月
中
旬
に
送
付

す
る
「
令
和
２
年
度
保
険
料
額
決

定
通
知
書
」
を
確
認
後
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
電
話
窓
口
の
案
内

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
と

保
険
証
に
つ
い
て
の
相
談
は
、
愛

知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
電
話
窓
口
（

０
５
７
０
ー

０
１
１
５
５
８
）
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。
　

▼
期
間
　
７
月
13
日
（月）
〜
８
月
31

日
（月）
、
午
前
８
時
45
分
〜
午
後
５

時
15
分

※  

納
付
に
関
す
る
相
談
は
市
役
所

国
保
年
金
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

が
更
新
さ
れ
ま
す

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
２
５  

 

１
０
０
１
０
２
３

　
現
在
使
用
し
て
い
る
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
（金）
で

す
。
新
し
い
保
険
証
は
オ
レ
ン
ジ

色
で
、７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

●
一
部
負
担
金
の
割
合
の
判
定
方
法

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被

保
険
者
が
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き

に
、
医
療
費
の
一
部
（
１
割
ま
た
は

３
割
）
を
自
己
負
担
し
ま
す
。

　
同
一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所

得
額
が
１
４
５
万
円
以
上
の
被
保

険
者
が
１
人
で
も
い
る
場
合
、
一

部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
す
る

と
一
部
負
担
金
の
割
合
が
１
割
に

な
り
ま
す
。

① 

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人

で
、
そ
の
収
入
額
が
３
８
３
万

円
未
満

② 

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人

で
、
他
の
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
内
の
70
歳
〜
74
歳

の
方
と
の
収
入
額
の
合
計
が

５
２
０
万
円
未
満

③ 

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
２
人

以
上
で
、
そ
の
収
入
額
の
合
計

が
５
２
０
万
円
未
満


